



コンサルティング・サービス契約書







　　　　　　　　　　殿


MWH HR Products株式会社
コンサルティング・サービス契約

（以下「甲」という。）とMWH HR Products株式会社（以下「乙」という。）とは、甲のために乙が行うコンサルティング・サービスに関し、下記に定める条件により契約（以下「本契約」という。）を締結する。

第1条 サービスの内容
甲は乙に対し、甲及び甲の子会社の役員及び従業員の採用に関するコンサルティング・サービスを提供することを要求し、乙は甲及び甲の子会社に対しかかるサービスを提供することに同意する。

第2条 成功報酬
1. 本第１条に規定されたサービスが完了し且つ甲及び甲の子会社が本契約に基づく乙のサービスにより人材（以下「当該人材」という。）を雇用する旨決定し当該人材が入社した場合、甲は乙へ以下の報酬を支払うものとする。
雇用された人材の年収（賞与や手当等を全て含む）の35％とし、インセンティ
ブ等の個人賞与が支給される場合は、100％達成時の賞与を算定し含むものとする。
2. 甲は当該人材の入社日の属する月の翌月末日までに乙の指定する口座に上記報酬に消費税を加えた金額を振込むものとする。

第3条 特別費用
乙が本第１条に規定したサービスを甲に提供するために出張費又はその他の特別な費用をかける必要が生じた場合、乙は甲の事前了解のもと、甲に当該費用を請求し、甲はこれを支払うものとする。

第4条 秘密保持義務
1. 甲及び甲の子会社は、本契約に従い又は関連して知り得た当該人材に関する一切の情報について秘密を厳守し、これを第三者に開示したり、開示させてはならないものとする。
2. 乙は、本契約又は本契約に関連して知り得た甲及び甲に関する秘密情報を開示したり、開示させてはならない。
3. 甲及び甲の子会社及び乙は、本契約に基づき知り得た個人情報を他の目的に使用してはならない。
4. 甲及び甲の子会社は、本契約に基づき知り得た個人情報を適正に管理し、不採用者の個人情報については、不採用が決定した時点で即座に、確実な方法で破棄するものとする。


第5条 個人情報保護
1. 甲および乙は、甲が乙の紹介する求職者を採用するか否かにかかわらず、紹介されるすべての求職者の個人情報が法令により保護される対象であることを確認する。
2. 甲および乙は、個人情報を自己の責任による適切な管理のもとに秘密として取り扱い、求職者本人の事前の承諾なくして第三者に提供してはならず、また、本業務以外の目的で使用してはならない
3. 甲および乙は、本業務に必要な範囲を超えて個人情報を加工または複製してはならない。

第6条 保証
当該人材が入社後６ヶ月以内に自己都合により退職するか又は職務を果たさず解雇された場合、乙は報酬を以下の通り甲に返金するものとする。 
1. 当該人材が入社から１ヶ月以内に退職し又は解雇された場合：報酬の８０％
2. 当該人材が入社から３ヶ月以内に退職し又は解雇された場合：報酬の５０％
3. 当該人材が入社から６ヶ月以内に退職し又は解雇された場合：報酬の１０％

第7条 反社会的勢力との取引排除
1. 「反社会的勢力」とは、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ及び特殊知能暴力集団等の、暴力、威力又は詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人をいう。
2. 甲及び乙は、自己が以下の各号に該当しないことを確認する。なお、相手方が本条違反していると疑義を生じた場合には、相手方に対して協議を申し入れることができる。
（1） 甲もしくは乙が反社会的勢力である
（2） 甲もしくは乙が反社会的勢力に協力又は関与している
（3） 甲もしくは乙が反社会的勢力を利用している
（4） 甲もしくは乙の役員、実質的に経営を支配する者、親会社・子会社が上記に該当する
3. 甲及び乙は、自己が本条に違反していると判明した場合はただちに相手方に通知し、是正措置を講ずる義務を負う。
4. 相手方が本条に違反していると明らかである場合は、何らの催告を要せず、本契約を直ちに解除することができる。このとき、解除により相手方に発生した損害を賠償する責任を一切負わないものとする。

第8条 契約期間
本契約の有効期間は、契約締結の日から１年間とし、期間満了の３０日前までに甲又は乙により変更もしくは解約の意思表示がない限り、期間満了の翌日より１年間自動的に更新されるものとし、その後も同様とする。

第9条 解約
本契約はその有効期間中、何時にても、両当事者の書面（電磁的方法を含む）による合意により解約することができる。

第10条 　疑義事項
本契約に定めのない事項及び本契約の事項の解釈に関し疑義がある場合においては、甲乙双方信義に従い誠意をもって協議の上解決するものとする。

第11条 損害賠償
甲及び乙がその責めに帰すべき事由により、本契約に違反し甲に対し損害を与えた場合には、第２条に定める成功報酬の額を上限とし、その直接かつ通常の損害を賠償する責めを負う。

第12条 準拠法と管轄裁判所
本契約は日本国内法に準拠するものとし、本契約に関する一切の紛争は、調停、訴訟の場合は、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所をもって専属的合意管轄裁判所とする。

第13条 存続条項  
第５条（個人情報保護）、第６条（保証）、第１１条（損害賠償）および第１２条（準拠法と管轄裁判所）の規定は、本契約が終了した後でもそれぞれ効力を有するものとし、第４条（秘密保持義務）の規定は本契約が終了した後でも秘密情報の開示後5年間効力を有するものとする。

上記を証するため、本契約書２通を作成し、記名捺印の上、各当事者が１通ずつ保有する。なお、記名押印に代えて電子的方法を用いた署名を行う場合は、当該電子的署名がなされた本契約の電磁的記録を原本とし、各自保有するものとする。
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